






























































































第10条（活動内容）
この会は、目的を達成するために、次の活動を行う。

（1）電球交換
（2）ゴミ出し
（3）外出支援

第11条（活動体制）
活動体制は、原則2名以上とし、活動終了後は活動報告書を事務局に提出する。

第12条（会議）
（1）総会を年1回開催し、事業報告・収支決算、事業計画・収支予算、役員の承

認、会則の変更等、必要な事項を審議する。
（2）定例会を月1回開催し、活動報告、活動者の調整等、必要な事項を審議す

る。
（3）その他必要に応じて会議を開催する。

第13条（守秘義務）
会員は、会の活動の中で知りえた個人の秘密を、他に漏らしてはならない。

附則
この会則は、平成○○年○○月○日より施行する。
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子ども世代や社会資源の地域活動への参画事例 

(資料提供：福岡市社会福祉協議会) 

ふれあいサロン・子育てサロン 
 
・板付校区 × 校区内小学校・中学校（ジュニアリーダー） 
 ふれあいサロンや子育てサロンに、ジュニアリーダーの小学校・中学校の生徒が、年１回参加し

ている。ジュニアリーダーは毎月１回定例会を行い、サロン等への参加のほか、プルタブ集めによ

る車いすの購入などにも取り組んでいる。平成２６年度は、校区社協がジュニアリーダーを中心に

呼びかけ、「認知症サポーター養成講座 Kids 版」を行う予定である。 
 
 

高齢者配食事業 
 
・西陵校区 × 西陵中学校（生徒会中心） 
 高齢者への配食（年２回）及び年末の餅の配付を、西陵中学校の生徒が行っている。生徒は、２

～３人１組で高齢者宅を訪問する。配付に参加する生徒は、生徒会を中心に募集し、約 100 人前後

が参加。生徒は活動前に、「高齢者疑似体験」（校区社協・区社協の協力）を体験している。 
 
 

高齢者への生活支援 
 
・宮竹校区 × 宮竹中学校 
 宮竹中学校の生徒（希望者）が、宮竹校区内の高齢者の困りごと（草取り、窓ふき等）を手伝う。

夏休みの１日（半日）のみ活動し、活動終了後、公民館で地域活動者とともに、活動の振り返り 
等を行う。 
 
 

ふれあいネットワーク 
 
・七隈校区 × 福岡大学看護学科（学生グループ） 
 福岡大学看護学科の学生グループが、七隈校区の校区社協や民生委員・児童委員の協力を得て、

一人暮らしの高齢者宅を訪問し、看護の知識を活かして日常生活上の簡単なアドバイスや話し相手

をしている。訪問は２週間に１回１時間程度で、６カ月に１回校区社協や民生委員・児童委員と意

見交換を行っている。（平成２１年９月より活動開始。） 
 
 

移動販売による買い物支援 
 
・入部校区 × 社会福祉法人至情会 碧園 

重留３丁目は丘陵地であり、高齢者にアンケートを行ったところ、買物に困っているとの回答が

多数見られた。同町内で実施されている「重留三ふれあいサロン」開催時に、碧園が栽培した野菜

を中心に生活用品を移動販売する。なお、ふれあいサロン参加者以外の近隣住民も購入できるよう

にしている。平成２６年９月より月１回実施予定。 
 
 
買い物支援バス 
 
・鶴田校区 × 株式会社飛鳥（飛鳥会館） 

鶴田校区柏原東町内会は丘陵地であり、買物に困っている高齢 
者や障がい者が多いとの声が上がっていたため、飛鳥会館が所有

するバスを使用し、買物先まで送迎する。 
モデル運行を経て、平成２６年７月より月１回定期運行開始。 

参考資料 




